
         
 

 

文
京
区
予
算
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
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公
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す
る
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和
八
年
六
月
三
十
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文
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長 

 
 

成 
 

 

澤 
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文
京
区
規
則
第
六
十
一
号 

 
 

 

文
京
区
予
算
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

文
京
区
予
算
事
務
規
則
䥹
昭
和
三
十
九
年
一
月
文
京
区
規
則
第
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
十
一
条
第
四
項
中
䣓
百
万
円
䣔
を
䣓
千
万
円
を
超
え
二
千
万
円
䣔
に
改
め
䣍
䣓
䣍
予
算
流
用
申
請
書
を
䣔
を
削
り
䣍
䣓
副
区

長
に
䣔
の
下
に
䣓
䣍
千
万
円
以
下
の
金
額
の
費
目
の
流
用
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
企
画
政
策
部
長
に
予
算
流
用
申
請
書
を
䣔
を
加

え
䣍
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

10 

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
流
用
に
係
る
手
続
は
䣍
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
䥹
文
京
区
会
計
事
務
規
則
䥹
昭
和
三
十
九
年

四
月
文
京
区
規
則
第
九
号
䥺
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
を
い
う
䣎
䥺
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
䣎
こ
の
場

合
に
お
い
て
䣍
流
用
の
承
認
を
行
つ
た
と
き
は
䣍
当
該
承
認
を
も
つ
て
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
䣎 

 

第
二
十
一
条
の
二
中
䣓
及
び
第
九
項
䣔
を
䣓
䣍
第
九
項
及
び
第
十
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 



別表第一（第４条関係）

 支   出   負   担   行   為   の   決   定   区   分 
（表示金額は予定金額）

 
 決  定  権  者     

番  
庶務担         

区長 副区長 部長 当の課 こども 教育
     長 総務 総務 職員 契約管 福祉 高齢 障害 生活 介護 国保 若者 幼児 児童 健康 予防 清掃  会計 学校 セン 学校  真砂中

号  部長 課長 課長 財課長 政策 福祉 福祉 福祉 保険 年金 政策 保育 相談 推進 対策 事務  管理 運営 ター 長  央図書
種        別 課長 課長 課長 課長 課長 課長 課長 課長 課長 課長 課長 所長  者 課長 所長  館長

1,000 200 万円 50万円 50万円 50万 50万 50万 50万 50万 50万円 50万 50万  50万
万円を を超え を超え 以下 円以 円以 円以 円以 円以 を超え 円以 円以  円以
超える 1,000 万 200 万 下 下 下 下 下 200 万 下 下  下
もの 円以下 円以下 円以下
9,000 3,000 万 200 万 500 万円 200万円 200 200 200 200  200
万円以 円以上 円以下 以上 を超え 万円 万円 万円 万円  万円

 上 9,000 万 3,000 万 500 万 以下 以下 以下 以下  以下
契 円未満 円未満 円未満
 2,000 1,000 万 150 万 500 万円 150万円 150 150 150 150  150

約 万円以 円以上 円以下 以上 を超え 万円 万円 万円 万円  万円
 上 2,000 万 1,000 万 500 万 以下 以下 以下 以下  以下
を 円未満 円未満 円未満
 同上 同上 100 万 同上 100万円 100 100 100 100  100

伴 円以下 を超え 万円 万円 万円 万円  万円
 500 万 以下 以下 以下 以下  以下
う 円未満

同上 同上 80万円 同上 80万円 80万 80万 80万 80万  80万
も 以下 を超え 円以 円以 円以 円以  円以

500 万 下 下 下 下  下
 の 円未満
6  図   書   の   購   入   契   約 一切 一切 一切 一切 一切  一切
7  食   糧   の   購   入   契   約 同上 同上 同上 同上 同上  同上
8  物 品 の 修 繕 ・ 整 備 契 約 同上 同上 同上 同上 同上  同上

2,000 1,000 万 100 万 500 万円 100万円
万円以 円以上 円以下 以上 を超え
上 2,000 万 1,000 万 500 万

円未満 円未満 円未満
10  検 査、 検 診 等 の 委 託 契 約 一切
11  職  員  の  給  与  及  び  共  済  費 一切
12  職        員        の        旅        費 一切
13  職   員   の   宿   日   直   手   当 一切

 職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、 一切
 休日給及び夜勤手当

 区議会議員及び各種非常勤職員の報酬、 同上 一切 一切 一切 一切 一切
 共済費、費用弁償、旅費、講師等謝礼

16  公    金    取    扱    手    数    料 一切
17  国民健康保険法による保険給付費及び関係経費 一切
18  国民健康保険法による共同事業費拠出金    同上    
19  福祉六法又は他の法令に基づく扶助費及び関係経費 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切
20  介護保険法による保険給付費及び関係経費 一切
21  介護保険法による介護納付金 一切
22  介護保険法による介護認定経費 一切
23  母子福祉資金貸付金 一切 　

 高齢者の医療の確保に関する法律による広域 一切
 連合納付金及び関係経費
 高齢者の医療の確保に関する法律による後期 同上
 高齢者支援金及び前期高齢者納付金

14

15

24

25

4  労力その他の供給契約及び委託契約

5  物   件   の   借   上   契   約

9  健 康 診 断 等 の 委 託 契 約

1  他 に 規 定 す る も の の ほ か 全 般

2  工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約

3  物   品   の   購   入   契   約

特      定      決      定      権      者      区      分

総  務  部 福祉部・福祉事務所
こども未来部
・児童相談所

保健衛生部
・保健所

資源環
境部

教育推進部



種別 内容説明 

6 図書の購入契約 1 官報、新聞、雑誌、令規の追録及び図書(製本を含む。) 

2 図書館図書資料 

  図書、逐次刊行物、視聴覚資料、特殊資料その他必要な資料

で閲覧又は貸出しに供するもの(装備は含まない。) 

7 食糧の購入契約 1 茶菓、弁当、食事、祝菓子及び氷 

2 賄材料 

8 物品の修繕・整備契約 物品の修理(改造は含まない。) 

9 健康診断等の委託契約 1 職員及び教職員の健康診断 

2 乳児、幼児、児童、生徒等を対象とした検査及び検診 

10 検査、検診等の委託契約  医療関係の診査、診療、相談等(番号9の健康診断等は含まな

い。) 

17 国民健康保険法による保険給

付費及び関係経費 

1 療養給付費等保険給付費 

2 審査支払手数料 

19 福祉六法又は他の法令に基づ

く扶助費及び関係経費 

1 生活保護費等各種扶助費 

2 事務委託費、事務取扱手数料、検査料、文書作成料及び利子

補給金 

20 介護保険法による保険給付費

及び関係経費 

1 介護(予防)サービス等給付費、高額介護サービス等費及び特

定入所者介護サービス等費 

2 審査支払手数料 

22 介護保険法による介護認定経

費 

1 主治医意見書作成料、診察料及び検査料 

2 要介護認定調査委託料 

24 高齢者の医療の確保に関する

法律による広域連合納付金及び

関係経費 

1 広域連合納付金 

2 保健事業費及び葬祭費 

 備考 

  1 監査事務局長及び議会事務局長の決定範囲については、部長と読み替えてこれを執

行する。 

  2 選挙管理委員会の事務部局については、部長の決定範囲は副区長がこれを執行す

る。 



  3 区長、副区長及び総務部長の契約に関わるものについては、契約管財課長が補助執

行する。 

  4 番号2から9までに掲げるもので、文京区会計事務規則(昭和39年4月文京区規則第9

号)第80条に規定する資金前渡による場合は、番号1を適用する。 

  5 戻入又は歳入過誤還付金については、当該収支に関わる行為者がこれを行うものと

する。 

  6 番号1から5までの決定処分の適用に当たり、特に重要又は異例に属する事項につい

ては、区長の決定を受けるものとする。 

  7 監査事務局及び議会事務局において、庶務担当の課長の決定範囲については、当該

事務局の長がこれを執行する。 

  8 会計管理室長及び選挙管理委員会の事務部局の長の決定範囲については、庶務担当

の課長と読み替えてこれを執行する。 

  9 福祉政策課長、高齢福祉課長、障害福祉課長及び生活福祉課長の決定範囲について

は、福祉事務所に関するものも含めるものとする。 

  10 生活衛生課長、健康推進課長及び予防対策課長の決定範囲については、保健所に関

するものも含めるものとする。 

  11 こども未来部長及び児童相談課長の決定範囲については、児童相談所に関するも

のも含めるものとする。 

  12 決定権者が会計管理者であるものについては、会計管理室長がこれを補助執行す

る。 

  13 基準(率・単価)が定まつている補助金、負担金、分担金、貸付金、寄附金等の交付

決定の決定区分については、主管課長とする。 

  14 50万円以下の振替収支の決定区分については、主管課長とする。 

  15 公共料金の決定区分については、主管課長とする。 

  16 電力の供給契約の決定区分については、番号4を適用する。 

 



 

 

付 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
予
算
事
務
規
則
別
表
第
一
の
規
定
は
䣍
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
契
約
の
締
結
を
請

求
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
䣍
同
日
前
に
契
約
の
締
結
を
請
求
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

 


